
第２１２回奈良県私立学校審議会 開催結果◆開催日時 平成２９年２月８日（水） １３：３０～１５：２０◆開催場所 奈良商工会議所 ３０１会議室◆出 席 者審議会出席委員（７名） 松井会長、藤井会長代理、西村委員、岡本委員、冨岡委員、松村委員、西川委員事務局 （５名） 川上課長、南係長、山口主任主査、甲斐主任主査、森本主事◆諮問事項諮問事項 ２件◆公開・非公開の別[非公開]諮問事項１、２： 非公開（理由：審議会等の会議の公開に関する指針３のイに該当）【【【【認可することができる旨の答申がなされた諮問事項認可することができる旨の答申がなされた諮問事項認可することができる旨の答申がなされた諮問事項認可することができる旨の答申がなされた諮問事項】】】】（１）学校法人奈良立正芸術学院の広域通信制高等学校の設置及び寄附行為の変更について１．設置者 学校法人奈良立正芸術学院２．設置校 関西文化芸術高等学校３．所在地 奈良市山陵町古畑１１７９番地４．定 員 ３３０人【教育区域】奈良県、京都府、大阪府、三重県、滋賀県、兵庫県、和歌山県５．設置年月日 平成３０年４月１日（予定）（２）地方独立行政法人奈良県立病院機構看護専門学校奈良校の廃校について１．廃校名 奈良県立病院機構看護専門学校奈良校２．設置者 地方独立行政法人奈良県立病院機構３．所在地 奈良市平松１丁目３０－２４．廃校年月日 平成２９年３月３１日学校の設置認可等の審議については、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競学校の設置認可等の審議については、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競学校の設置認可等の審議については、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競学校の設置認可等の審議については、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあり適当でないため、審議の内容は掲載しており争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあり適当でないため、審議の内容は掲載しており争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあり適当でないため、審議の内容は掲載しており争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあり適当でないため、審議の内容は掲載しておりません。ません。ません。ません。


